
 
 

契 約 社 員 就 業 規 則 

 

（前文） 

この規則は、会社が業務の正常な運営を期するため、契約期間の定めのあ

る社員（以下単に契約社員という）の就業に関する事項について定めたも

のである。会社は契約社員の人格と自主性を尊重し、社員は社業の発展を

旨として自己の責務を自覚し、相協力して民主的就業体制を確立する。 

 

 

第 １ 章  総  則 
 

（遵守義務） 

第１条   この規則は、契約社員の就業に必要な事項を定めたものであり、契約社員は 

この規則を遵守しなければならない。 

（法令との関係） 

第２条   この規則に定められていない事項があるときは、その法令の定めるところ 

による。 

（契約社員の定義及び適用範囲） 

第３条   この規則において契約社員とは１２ヶ月以内の雇用契約期間を定めて採用さ

れた社員で、職務内容及び勤務地を定め上司上位者の指揮命令の下、社内業

務に従事する者をいう。この内短時間契約社員とは１２ヶ月以内の雇用契約

期間を定めて採用され、一週間の所定労働時間が通常の社員の所定労働時間

に比し短い者をいう。 

    ２．就業規則第８４条に定められた無期労働契約への転換した契約社員。 

３．この規則は第１項および第２項に定める社員に適用する。 

４．正社員及び派遣社員については、この規則の適用を除外し、別に定めるとこ 

ろによる。 

（労働条件の変更） 

第４条  本就業規則に定める服務規律及び労働条件等については、法律の改正、社会

状況の変動及び会社の経営内容・方法の変動等の業務上の必要性により就業

規則の変更手続きにより不利益に変更することがある。 

 

 

第 ２ 章  人  事 
 

第１節 採  用 ・ 雇 用 契 約 
 

（採用） 



 
 

第５条   会社は、就職を希望する者の中より選考試験に合格した者を、契約社員とし 

て就業諸条件を明示した上、採用する。 

２．選考試験は次の項目とする 

①面接試験 （人事担当者） 

②適性試験（ただし職種により省略することができる） 

（採用の取消） 

第５条の２ 入社に際し履歴を偽り又は不実の陳述をした場合は、その者の採用を取り

消す。ただし、この規定は経歴詐称に関する懲戒解雇規定の適用を排除す

るものではない。 

（雇用契約） 

第６条   採用した契約社員に対して会社は次項の内容を明記した雇用契約書を２部 

作成し、記名等した後、相互で１部を保管する。 

２． 前項の内容とは以下の通りとする。 

① 雇用契約の期間 

② 就業場所、従事する業務の内容 

③ 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、 

休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項 

④ 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期 

に関する事項 

⑤ 退職に関する事項(解雇の事由含む) 

⑥ その他個別に明示すべき事項 （必要がある場合） 

３． 雇用契約期間は原則として３年間を超えないものとする。 

（試用期間） 

第７条   新たに契約社員として採用した者には試用期間を設ける。 

（1） 試用期間は１ヶ月とする。 

（2） 試用期間中或いは、試用期間満了時において採用不適と会社が判断した

ものは採用を取り消す。 

（契約更新） 

第８条   会社が必要と認めた契約社員については、雇用契約を更新することがある。 

この場合、会社は契約期間満了のおよそ１ヶ月までに当該契約社員に通知す 

るものとし、この通知がない場合、または更新しない通知をした場合は、 

契約期間満了をもって当然雇用契約は終了するものとする。 

２．契約の更新に当たっては、原則所定の場所で面接し個々に契約する。 

３．更新する場合の判断基準は次のとおりとする。 

①契約期間満了時の業務量 

②勤怠成績 

③勤務態度 

④業務処理能力 

⑤健康状態 



 
 

⑥会社の経営状況等 

４．契約社員の完全な労務の提供が見込めないときは更新を行わない。 

（正社員登用制度） 

第９条   正社員に登用することができる契約社員は、正社員登用を本人が希望し、次 

の要件を全て満たした者で、次項に定める正社員登用試験に合格した者と 

する。 

① 勤続６ヵ月以上であること 

② 登用後は正社員所定勤務時間を勤務できること 

③ 心身ともに健康であり、職務に対する意欲があること 

④ 転勤が可能であること（転居を伴う場合もある） 

⑤ 正社員管理職の推薦があること 

⑥ 正社員としての職務や責任、及びに義務を果たせる者 

⑦ 過去の登用試験（不合格）後、１年以上経過していること 

２．正社員登用試験の内容は職務により、以下のとおりとする。 

   ①一般常識及び業務知識に関する筆記試験 

   ②適正検査試験 

   ③小論文 

④役員及び正社員管理職による面接試験 

３．正社員登用申請は随時で受け付ける。希望する契約社員は部門長または所属 

長の推薦を受け総務部あて申請するものとする。 

     ４．契約社員より正社員登用申請があったときは、第１項に定める要件を満た 

していることを審査し、適格者に対して登用試験を１月以内に行う。試験 

の合否は、面接試験から３週間以内に書面により本人に通知する。 

     ５．正社員への登用を認めた契約社員に対しては、原則、採用通知日の翌月 

１日付けで正社員登用辞令を発令し、正社員に転換する。 

６．正社員に登用した者の労働時間・休日・休暇その他の労働条件は、正社員 

就業規則の定めるところによる。年次有給休暇の勤続年数の算定において 

は、従前の勤続年数を通算する。その他の勤続年数の計算は正社員就業規 

則に基づく。 

（正社員登用の取消） 

第１０条  正社員登用制度利用に当たり偽り又は不実の陳述をした場合は、その

者の正社員登用を取り消す。ただし、この規定は経歴詐称に関する懲

戒解雇規定の適用を排除するものではない。 

（番号法等に基づく提出義務及び手続き） 

第１１条   契約社員は、自身及び扶養する家族について、会社から「行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」

という）」及び関連法令に基づく書類の提出を求められた場合は速やかにこ

れに応じなければならない。 

     ２ 前項の定めにより取得した個人番号の利用目的は以下のとおりとする。ま



 
 

た、利用目的に変更がある場合は速やかに本人に通知する。 

（１）源泉徴収票作成事務 

（２）雇用保険・労働者災害補償保険届出事務 

（３）健康保険厚生年金保険届出事務 

（４）国民年金第三号被保険者届出事務 

     ３ 契約社員は会社からの番号法に基づく個人番号の提出の求め及び本人確認 

に協力しなければならない。 

（届出） 

第１２条  採用された契約社員は次の書類を速やかに提出しなければならない。但し、 

選考に際し提出済みの書類についてはこの限りではない。 

① 履歴書  

② 個人番号カード表面の写しまたは通知カードの写し及び当該カード 

  に記載された事項がその者に係わるものであることを証するものとし 

て番号法等で定めた本人確認書類（但し、対面で本人確認を行う場合 

は原本を提示する方法とする） 

③ 会社が提出を求めた書類 

（変更の届出） 

第１３条  契約社員入社後、前条の諸書類の記載内容に変更があったとき、および次 

の各号の一つに該当したときはその都度所定の様式により、すみやかに届 

出なければならない。 

①住所の変更があったとき  通勤経路図 

②家族に変更があったとき  扶養控除等申告書 

③この規則または諸規定に従って届け出た事項に変更があったとき 

２．前項の定めに違反し、または定められた手続を怠ったときは所定の扱いを受 

けることができない。 

 

 

第２節 転 勤・異 動・転籍 
 

（転勤・異動・配置転換・職種の変更） 

第１４条  会社は契約社員に対し、原則として契約期間内は就業する場所または従事す

る業務の変更を命じることはない。但し、担当業務の終了、中止、縮小又は

経営上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた等のやむを得ない事由

により、社員の雇用を確保する場合においては、就業場所や職種を特定して

採用された者であっても、転勤や職種の変更及び出向・転籍を本人の同意を

得て行うことができる。          

    ２．契約社員は、前項の依頼に対し、協力するものとする。但し短時間契約社

員については相応の配慮をする。 

（転籍・出向） 



 
 

第１５条  会社は、契約社員に対し、経済界の不況等のやむを得ない事由により他社へ

の転籍を求める場合、原則として本人の同意を得るものとする。 

   ２  雇用調整・高齢者対策ないし分社化・事業譲渡等の業務上の必要性がある場 

合、子会社・関連会社・分社先ないし事業譲渡に対し転籍を命じることがあ 

る。 

   ３  会社は、契約社員に対し、雇用調整、経営指導、技術指導、職業能力開発、

人事交流を目的として、業務上の必要性がある場合、子会社・関連会社・分

社先ないし事業譲渡に対し出向を命じることがある。契約社員は、正当な事

由無く出向命令を拒むことは出来ない。     

 

 

第３節 休  職 
 

（休職） 

第１６条  契約社員が次の各号の一に該当するときは休職を命ずる。 

（１）私傷病または私用事由により引き続き１ヶ月を超えて欠勤したとき、 

又は業務外の傷病により通常の労務提供ができず、その回復に一定の期

間を要するとき。但し、会社が定めた産前産後並びに育児介護のための

休業等規定に基づく休業期間は除く。 

（２）会社の都合により会社外の業務に専ら従事するとき。 

（３）その他特別の事情があって会社が必要と認めたとき。 

     ２．前項（１）の私傷病とは私生活においても治療を必要とする傷病をいい、 

       休職期間中に治癒する可能性が高いものに限る。なお治癒とは、従来の業 

務を健康時と同様に通常業務遂行できる程度に回復することを意味する 

     ３．契約社員は、傷病による休職期間中は治療に専念しなければならない。 

（休職期間及び復職） 

第１７条  前条により休職になった者の休職期間は次のとおりとする。 

（１）前条第１項第１号に該当する場合は６ヶ月を経過する日または契約期 

間の終了日のいずれかのうちで先に到達する日までとする。なお、休 

職期間を超えても私傷病が治癒しない時、あるいは休職期間を超えて 

引き続き休業となる場合は第１８条第１項６号の業務外の事由により 

労務の提供ができないときとみなす。 

（２）前条第１項第２号に該当する場合はその該当期間または契約期間の終 

了日のいずれかのうちで先に到達する日までとし、休職中に当該事由 

が消滅した場合は速やかに復職させる。 

（３）前条第１項第３号に該当する場合はその該当期間または契約期間の終

了日のいずれかのうちで先に到達する日までとするが、状況に応じて

事由消滅以前に休職期間を打ち切ることがある。 

 ２．休職期間中は賃金を支給しない。 



 
 

 ３．休職者が復職し得る状態に至った時は、速やかにその旨を届出、会社の指示 

 を受けなければならない。 

 ４．前条第１項の私傷病による休職者が前項により復職の申出をするときは医師 

 の診断書を提出しなければならない。当該診断書の提出に際して、会社が診 

断書を作成した医師に対する面談による事情聴取を求めた場合、契約社員は 

その実現に協力しなければならない。 

５ 前項の診断書が提出された場合でも、会社の指定する医師への受診を命ずる 

ことがある。契約社員が正当な理由なくこれを拒否した場合、会社は前項の 

診断書を休職事由が消滅したか否かの判断材料として採用しないことがある。 

 ６．前４項により復職した契約社員が復職後１年以内に同一ないし類似の事由に 

      より欠勤ないし通常の労務提供ができない状況に至ったときには復職を取消 

し直ちに休職させる。 

７．休職後の勤務は、原則として、休職直前の部署及び職務とする。ただし、本

人の希望がある場合又は組織の変更等やむを得ない事情のある場合には、部

署及び職務の変更を行うことが出来る。この場合は、復職前までに休職者に

通知する。また、復職後、前職務に就けないと認められる場合はその時点で

他部署への異動を命じる。 

８．復職の際、休職前と同一の職務に就けない時、または、同一の職務に就いた

が休職前と同等の職務を遂行できないと認められた時で、他の部署へ異動と

なった場合または、他の職務に変更となった場合は賃金額を変更することが

出来る。 

９．復職後暫定期間短時間勤務の就業を希望した場合は、勤務時間に応じて賃金

を支給する。 

⒑．休職期間中の社会保険料については法定免除となる場合を除き当月の保険料

を翌月末日までに振り込みまたは持参の方法で会社に納入しなければならな

い。 

 

 

第４節 退職・解雇 
 

 （退職） 

第１８条  契約社員が次の各号の一に該当するときは退職とする。 

1. 退職を願い出たとき 

2. 定年に達したとき 

3. 契約期間満了したとき 

4. 死亡したとき 

5. 解雇したとき 

6. 次の著しい労働契約不履行は自己都合退職とする。但し、会社が定

めた産前産後並びに育児介護のための休業等規定に基づく休業期間



 
 

は除く。 

① 業務外の事由により労務の提供ができないとき 

② 行方不明になって会社に連絡がなく３０日を経過したとき 

２．前項第１号に該当するときは原則として１ヶ月前に所属長を経て退職願を 

  提出し、許可あるまでは従前どおり服務しなければならない。 

３．会社は、退職・解雇した契約社員に対し、退職・解雇後であってもその担当 

した業務につき必要ある場合は出社を要請することがある。 

（６５歳以降の雇用契約） 

第１９条  契約社員との雇用契約は原則６５歳の誕生月までとする。 

    ２．６５歳の誕生月を超えて雇用契約する場合は第８条第３項の基準に加え該当

する契約社員について以下の事項を考慮して判断決定しなければならない。 

① 雇用継続の希望の有無 

② 健康状態 

③ 雇用する必要性 

３．６５歳以降の雇用契約期間は１年以内とし業務処理に必要な期間の終了日 

までとする。 

（解雇） 

第２０条  契約社員が次の各号の一つに該当するときは解雇する。 

（１）勤務成績、業務能率が著しく不良で、他の職務にも転換できない等、就

業に適さないと認められたとき。 

（２）勤務状況が著しく不良で、社員としての職責を果たしえないと認められ

たとき。 

（３）業務上の負傷または疾病による療養の開始後３年を経過しても当該負傷

または疾病が治らない場合であって、傷病補償年金を受けているとき、

または受けることとなったとき。 

（４）精神または身体の障害により業務に耐えられないと認められたとき。 

（５）取引先との契約解除により配置転換が不可能なとき。 

（６）試用期間中または試用期間満了時までに社員として不適格であると認め

られたとき。 

（７）第８３条に定める懲戒解雇の事由に該当する事実があると認められたと

き。 

（８）事業の運営上のやむを得ない事情または天災事変その他これに準ずるや

むを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき。 

（９）事業の運営上のやむを得ない事情または天災事変その他これに準ずるや

むを得ない事情により、事業の縮小・転換または部門の閉鎖等を行う必

要が生じ、その他の職務に転換させることが困難なとき。 

（10）会社の指揮命令及び就業規則、職場規程等社内の規則規程に従わないと

き。 

（11）その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。 



 
 

２．前項の規定により契約社員を解雇する場合は、少なくとも３０日前に予告を

するかまたは予告に代えて平均賃金の３０日分以上の解雇予告手当を支払う。

ただし労働基準監督署長の認定を受けて第８３条に定める懲戒解雇をする場

合および次の各号のいずれかに該当する契約社員を解雇する場合は、この限

りではない。 

（１）日々雇い入れられる者（１ヶ月を超えて引き続き雇用される者を除く） 

（２）２ヶ月以内の期間を定めて使用する者（その期間を超えて引き続き雇用

される者を除く） 

（３）試用期間中の者（１４日を超えて引き続き雇用される者を除く） 

３．第１項の規定による契約社員の解雇に際し、当該契約社員から請求のあった

場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。 

（解雇制限） 

第２１条  契約社員が次の各号の一つに該当するときはその期間解雇しない。 

（１）業務上負傷し、または疾病にかかり休業している期間及びその後３０日

間。但し、療養の開始後３年を経過した日において労働者災害補償保険法

に基づく傷病補償年金を受けている時、又は同日後受けるようになった場

合は 

     この限りではない。 

（２）産前産後の女性が、産前６週間(多児妊娠の場合１４週間)産後８週間休業

する期間、その後３０日間。 

２．但し、労働基準法第８１条の規定によって打切補償を支払った場合や、天災

事変でその他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になった場合で、

所轄行政官庁認定を受けたときは前項の規定は適用しない。 

（債務弁済） 

第２２条  契約社員は退職、解雇時には会社から受けた貸与品を返却するとともに債務 

を弁済し、社宅、寮または寄宿舎に居住する者は、それぞれ別に定める社宅 

管理規定または独身寮管理規定に定める期間内に退去しなければならない。 

 

 
第 ３ 章  勤  務 

 

第１節  服務規律 

 
（服務の基本原則） 

第２３条  契約社員は会社の方針、諸規則、通達を遵守するとともに、職制により定め 

られた上長の指示に従い、上長は社員の人格を尊重し互いに協力して職場の 

秩序を守り、常に明朗溌剌とした気風を維持して円滑に業務の遂行をするよ 

う努めなければならない。 

 ２ 契約社員は、労働時間及び職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用い、



 
 

会社の指揮命令の下、職務に専念しなければならない。 

（服務規律） 

第２４条  契約社員は、常に次の事項を守り、職務に精励しなければならない。 

（１） 会社の内外を問わず、会社の名誉・信用を損ない、また社員としての

体面を汚してはならない。 

（２） 自己の担当たると否とを問わず、職務上知り得た情報（個人情報、特

定個人情報を含む）及び会社の機密を洩らしてはならない。退職解雇

後であっても同様とする。 

（３） 会社名および職名を私事に悪用してはならない。 

（４） 服務に関し、不当な金銭、物品の貸借または授受等不正な利益を受け、

あるいは与えてはならない。 

（５） 会社の金銭、物品、文書、帳簿等を許可なく社外に持ち出し、あるい

は私用、または他人に融通してはならない。 

（６） 会社の設備、機械、器具、貸与品等の取扱いを丁重にしなければなら

ない。 

（７） 始業時刻より、ただちに就業できるように出勤しなければならない。 

また、終業時刻まで業務を行わなければならない。 

（８） 就業時間中は正社員上司の指揮命令に従い定められた職務に専念し、

上長の許可なく職場を離れもしくは職務以外の仕事をしてはならない。

職務進捗については常に正社員上司に報告し、職務の判断は、正社員

上司から受けること。 

（９） 会社の定める衣服を正しく着用する。 

（10）勤務その他に関する手続きはすみやかに行い届出を怠りまたは詐（い 

つわ）ってはならない。 

（11）暴行、脅迫、賭博その他職場の秩序を乱すような行為をしてはならな 

い。 

（12）会社の許可を受けないで他に就職し、または自ら事業を営んではなら 

ない。また採用時に副業がある時は会社の許可を得るか終了しなけれ 

ばならない。 

（13）互いに人格を尊重し礼儀を重んじ、友愛を盡（つく）すよう心がけな 

ければならない。 

（14）常に工夫改善に努めるよう心がけなければならない。 

（15）常に職場を整理整頓し気持ちよく勤務ができるように心がけなければ 

ならない。 

（16）酒気を帯びて就業してはならない。 

（17）許可なく所定の場所以外において喫煙、不適正な火気の取扱いをして

はならない。 

（18）個人情報及び特定個人情報の取扱いについては、十分な注意をすると

ともに個人情報及び特定個人情報の取扱いに関連する法令および会社



 
 

の諸規程を遵守し、業務上知り得た情報は会社より命令された業務の範

囲外において使用もしくは第三者に開示、社外への持出し、漏洩させて

はならない。 

（19）契約社員は、当社において個人情報及び特定個人情報の漏えい、誤送

付、紛失などの事由の発生を確認した場合、あるいはその痕跡等を発見

した場合、速やかに所属長にその事実を報告し、指示に従わなくてはな

らない。報告を受けた所属長は直ちにその事実を個人情報管理責任者に

報告し、指示に従うものとする。 

（20）会社から、転勤、異動を命じられた場合は、正当な理由なくこれを拒

んではならない。転勤、異動を命じられた社員は会社が指定する日まで

に後任者に引継ぎを行い貸与物品の返却を行うこと。 

（21）前各号の他、この規則その他諸規程に違反する行為を行ってはならな

い。 

（セクシュアルハラスメントの禁止） 

第２５条  契約社員は職場において性的言動を行い、他の社員の労働条件に不利益を与

え、又は就業環境を害してはならない。 

    ２ 契約社員は前項の性的言動又は類似する形態の行為により、他の社員の有す

る具体的職務遂行能力の発揮を阻害し、又はそのおそれを発生させてはなら

ない。 

（パワーハラスメントの禁止・育児介護休業等に関するハラスメントの防止） 

第２６条  社員は行為の内容に如何を問わず、他の社員に対し、いじめ・嫌がらせ等を 

行ってはならない。 

    ２ 社員は教育、指導の目的であっても、他の社員に対し、暴行、脅迫、又は個 

人の名誉を毀損する等の言動を行ってはならない。 

    ３ 全ての社員は、妊娠・出産等をした社員及び育児介護休業に規定する休業、 

休暇、短時間勤務、時間制限等の制度の申し出、利用に関して、当該申し出・ 

利用する社員の就業環境を害する言動を行ってはならない。 

 (私物持込禁止・所持品検査命令等) 

第２７条  契約社員は事業場内に日常携行品以外の私物を持ち込んではならない。 

    ２ 契約社員が日常携行品以外の私物を事業場内に持込み、又は会社もしくは  

顧客の金品を事業場外に持ち出すおそれがある場合、会社は契約社員に対し、

所持品の点検又は身体検査を求めることがある。契約社員はこの検査を正当

な理由なくして拒否してはならない。 

(貸与パソコンの私用禁止・モニタリング) 

第２８条  契約社員は、会社が貸与した電子端末(以下「パソコン」という。)を業務遂行

に必要な範囲で使用するものとし、私的に利用してはならない。 

    ２ 会社は、必要と認める場合には、契約社員に貸与したパソコン内に蓄積され

たデータ等を閲覧・監視することができる。 

(携帯電話の利用) 



 
 

第２９条  契約社員は、就業時間中に会社の許可なく、個人の携帯電話を私的に利用し

てはならない。 

    ２ 会社は、契約社員に対し、業務上の必要性がある場合における緊急連絡手段

の確保のため、就業時間外及び休日に携帯電話を貸与し、その電源を入れて

おくよう命じることがある。 

    ３ 前項の規定により、携帯電話の貸与を受けた契約社員は、その携帯電話を私

的に利用してはならない。 

（ソーシャルメディアの禁止事項） 

第２９条の２ 契約社員は、ソーシャルメディアを利用して情報発信を行う場合、次の情 

報を発信してはならない。 

① 業務上の秘密や業務上知り得た個人情報を含む情報 

② 自己が関与している業務の情報  

③ 取引先・顧客に関する情報 

④ 会社及び第三者の権利を侵害する情報 

⑤ 職場の社員及び関 係者、第三者などから誤解される、あるいは不快

感を与える情報 

２ 本規定で定めるソーシャルメディアとは、フェイスブック、ツイッター、ラ

イン、ミクシィ、ブログ、電子掲示板及び動画共有サイト等のインターネッ

ト上で情報発信できるすべての情報伝達媒体をいう。 

（損害賠償） 

第３０条  契約社員が所属長の指示に従わず、あるいは故意または重大な過失により、 

会社に損害を与えた場合は、賠償させることがある。 

 

 

第２節  入出門、遅刻、早退、欠勤、外出、面会 
 

（入出門） 

第３１条  契約社員が出勤または退出する際は、所定の通用口から入出しなければなら 

ない。 

（勤務管理） 

第３２条  契約社員はタイムカード（出勤票を含む）に記載するか、自らタイムレコー 

ダーの打刻を行う等の方法により出勤および退出を明らかにしなければなら 

ない。 

（就業禁止） 

第３３条  契約社員が次の各号の一に該当する者は就業を禁止し退社を命ずることがあ 

る。 

（１） 作業を妨害し、もしくは職場の秩序風紀を乱しまたはそのおそれのあ 

る者。 

（２） 業務に必要のない火気、凶器、その他危険物または社内で携行すべき 



 
 

でない物を所持する者。 

（３）出勤停止処分を受けている者。 

（４）酒気を帯びた者または衛生上有害と認められる者。 

（５）その他前各号に準ずる者。 

（遅刻） 

第３４条  契約社員が始業時刻に遅れて出勤する場合は遅刻届けを事前に提出しなけれ 

ばならない。そのいとまのないときは、口頭その他の方法で届出、出社後た 

だちに届けを提出し、所属長の許可を得なければならない。 

（早退） 

第３５条  契約社員は病気その他やむを得ない理由があるときに限り早退届を事前に提 

出し、所属長の許可を得たうえで早退することができる。 

（欠勤） 

第３６条  契約社員は病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は欠勤届けを事 

前に提出しなければならない。そのいとまのないときは、口頭その他の方法 

で届出、出社後ただちに届けを提出し、所属長の許可を得なければならない。 

（診断書の提出） 

第３７条  私傷病による欠勤が４日以上に及ぶときは、会社は医師の診断書の提出を求 

めることがある。 

２ 前項の診断書の提出に際して、会社が診断書を作成した医師に対する面談に 

よる事情聴取を求めた場合、契約社員はその実現に協力しなければならない。 

３ 前項の診断書が提出された場合でも、必要があれば契約社員に対し会社の指 

定する医師への受診を命ずることがある。会社は、契約社員が正当な理由な 

くこれを拒否した場合、欠勤等を承認するか否かの判断材料として前項の診 

断書を採用しないことがある。 

（面会） 

第３８条  契約社員が私用のため面会する場合は、休憩時間中に行わなければならない。 

但し、やむを得ない理由により所属長に届出許可を得た場合はこの限りでは 

ない。 

（外出） 

第３９条  契約社員が業務のため外出する場合は所属長に許可を得て行うものとする。 

２．契約社員が私用用務のため外出する場合は原則として休憩時間中に行うもの 

とする。但し、就業時間中に行うことがやむを得ないと認められる場合に限 

り所属長の許可を得て行うことができる。 

３．外出より帰ったときは、ただちにその旨所属長に報告しなければならない。 

（物品の持ちだし） 

第４０条  何人も社用物品を持ち出す場合は、所属長の許可を得なければならない。 

 

 

第３節 就業時間および休憩 



 
 

（就業時間の原則） 

第４１条  契約社員の就業時間は原則として休憩時間を除いて１日について８時間以内 

とする。 

（就業及び休憩時間） 

第４２条  契約社員の就業及び休憩時間は原則次のとおりとする 

１．始業 ９時００分 

２．終業 １８時００分 

３．休憩 １２時００分より１３時００分 

２．前項にかかわらず、部門、職務の都合によっては、就業時間及び休憩時間を 

別途取り決めることがある。その場合その時刻は個別雇用契約書において 

明示する。 

３．短時間契約社員の就業時間、休憩時間及び休日並びに所定勤務日は個別雇用 

契約書において明示する。 

（勤務態様の変更及び変形労働時間制） 

第４３条  前条の規定にかかわらず、業務の都合により４週間を平均して１週間の就業 

時間が４０時間を超えない範囲で特定の日において８時間または特定の週に 

おいて４０時間を超えて勤務させることがある。 

但し、満１８才未満の者を除く。 

    ２．会社は業務の都合により毎月１日を起算日とした一ケ月単位の変形労働時間

制を用いることがある。労働時間は休憩時間を除き変形期間を平均して１週

４０時間以内とする。 

（事業場外労働みなし） 

第４４条  会社は、契約社員に対し、業務上の必要がある場合、事業場外での労働を命

じることがある。 

２ 契約社員が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合

において、労働時間を算定し難いときは、第４１条に定める所定労働時間労

働したものとみなす。 

（休憩時間中の心得） 

第４５条  契約社員は休憩時間を自由に利用することができる。但し、外出する場合は 

行き先その他所要事項を所属長に届出なければならない。 

（公民権の行使の時間） 

第４６条  契約社員が勤務時間中に選挙権の行使、裁判員に選任され裁判員裁判等に参 

加するとき、その他公民としての権利を行使する為、予め申し出た場合は、 

必要な時間を与える。 

２ 前項の申し出があった場合に、権利の行使を妨げない限度において、 その

時間を変更することがある。 

３ 裁判員裁判等に参加する場合は、裁判所、検察審査会等が発行する書類の写

しを提出しなければならない。 

    ４ 公民権行使の時間は無給とする。 



 
 

第４節 時間外労働 
 

（時間外労働） 

第４７条  業務上やむを得ない場合は第４１、４２条の規定にかかわらず時間外及び休

日労働を命ずることがある。 

（災害時の時間外労働） 

第４８条  会社は災害その他避けることのできない事由によって臨時に必要がある場合 

には、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において時間外労働を命ず 

ることがある。 

 

 

第５節 休暇・休日 
 

（休日） 

第４９条  休日は原則として次のとおりとする。 

        ①  日曜日 

        ②  年末年始（１２月３１日～１月３日） 

        ③  国民の祝日 

        ④  その他会社の指定した日（毎年３月末までに計画指定した年度 

勤務カレンダーによる） 

２．他部門において前項の休日とは異なる休日を設定する場合はシフトカレン 

ダーにより休日を指定するものとし、週１日の休日は確保するものとする。 

     ３．出向事業所に就業する者については出向事業所の所定休日に準ずる。 

（振替休日） 

第５０条   会社は業務の都合上休日の振替を命ずることができる。 

     ２．前項の場合、会社は事前に契約社員にその振替の対象となる休日及び労働 

日を通知するものとする。 

（年次有給休暇） 

第５１条   有給休暇は入社の日から継続して６カ月間勤務して、その期間の出勤率が 

       ８割以上の契約社員に、有給休暇１０日を与える。その後は継続勤務年数

に応じ、前１年間の出勤率が８割以上の場合、下記の日数を与える。 

 

継続勤務年数 

 

6 ヶ月 

1 年 

6 ヶ月 

2 年 

6 ヶ月 

3 年 

6 ヶ月 

4 年 

6 ヶ月 

5 年 

6 ヶ月 

6 年 

6 ヶ月 

以上 

付与日数 10 11 12 14 16 18 20 

 

２．前号の付与日数の規定にかかわらず、週所定勤務時間が３０時間未満で、 



 
 

所定勤務日数が４日以下又は年間所定勤務日数が２１６日以下の者に対し 

ては、次の表の通り勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。 

 

所定勤務 

日数 

1 年間の所定 

勤務日数 

 

6 ヶ月 

1 年 

6 ヶ月 

 

2 年 

6 ヶ月 

 

3 年 

6 ヶ月 

 

4 年 

6 ヶ月 

 

5 年 

6 ヶ月 

6 年 

6 ヶ月 

以上 

4 日 169 日～216 日 7 日 8 日 9 日 10 日 12 日 13 日 15 日 

3 日 121 日～168 日 5 日 6 日 6 日 8 日 9 日 10 日 11 日 

2 日 73 日～120 日 3 日 4 日 4 日 5 日 6 日 6 日 7 日 

1 日 48 日～72 日 1 日 2 日 2 日 2 日 3 日 3 日 3 日 

 

３．付与日から１年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から２年以内

に限り繰り越して取得することができる。それ以降の繰り越しはできない。 

４．年次有給休暇により休務した日については、通常出勤した場合に支払われる

賃金の額を支払う。但し、算定し難い特別な場合は労働基準法に定める平均

賃金を支払うことがある。 

５．年次有給休暇は、契約社員があらかじめ請求する時季に取得させる。その行

使日の少なくとも７日前までに部門長若しくは、所属長に届け出しなければ

ならない。急な傷病等でそのいとまのないときは電話などにより所属長に連

絡の上、出社後ただちに届け出をすることでその取扱いを受けることができ

るものとする。 

６．前項によって年次有給休暇を請求した場合であっても、業務上支障がある場

合には、これを変更させることがある。 

     ７．第１項及び第２項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した

期間、産前産後の休職期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護

休業期間及び業務上の傷病による休職期間は出勤したものとして取り扱う。 

８．第１項及び第２項の年次有給休暇が１０日以上与えられた契約社員に対し

ては、第５項の規定にかかわらず、付与日から１年以内に、当該社員の有

する年次有給休暇日数のうち５日について、会社が契約社員の意見を聴取

し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。た

だし、契約社員が第５項の規定による年次有給休暇を取得した場合におい

ては、当該取得した日数分を５日から控除するものとする。 

（その他の休暇等） 

第５２条   契約社員は、労働基準法の定めるところにより、産前産後休業、育児時間、

生理休暇、公民権行使の時間を請求する事ができる。 



 
 

     ２．本条の休暇により休んだ期間については、原則として無給とする。 

     ３．育児休業・介護休業規程については別途定める。 

     ４．法律で定める休暇を除いてその他の休暇は設定しない。 

 

 

第 ４ 章  賃  金 

 
（賃金の形態） 

第５３条   契約社員の賃金形態は、原則として時間給、日給、日給月給制、月給の 

いずれかとする。 

（賃金の構成） 

第５４条   賃金の基本構成は原則として次の通りとする。 

① 基本給 

② 時間外割増手当 

③ 通勤手当 

（賃金締切日及び支払日） 

第５５条   賃金は、毎月１日から起算し、当月末日に締め切って計算し翌月の１５ 

       日に全額を支払う。 

２．賃金は、本人の同意を得て本人の指定する本人名義の預金口座へ振り込みに

より支払う。 

３．賃金支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前日の営業日に繰り上

げて支払う。 

（賃金よりの控除） 

第５６条   前条の規定にかかわらず、所得税、住民税及び社会保険料並びに従業員代

表と協定した事項については当該協定に定める金銭を毎月の賃金より控除

して支払う。 

（賃金の非常時支払い） 

第５７条   出産・結婚・疾病・災害その他会社が特に必要と認めた非常の場合には、 

当該契約社員の賃金前払い請求により既往の労働に対する賃金の範囲 

内で支払う。 

（基本給の決定） 

第５８条   基本給は、職種や業務内容を勘案して決定する。 

（基本給の改定） 

第５９条   会社は、勤務成績その他が良好な契約社員に対して契約更新時に基本給の

昇給を行うことができるものとする。 

２．会社は、業務内容等の変更を勘案し、契約社員に対して基本給の改定する

ことがある。 

（諸手当） 

第６０条   部門または職種において支給すべき手当がある場合は手当名称、金額、 



 
 

支給条件等を決定し個別雇用契約書において明示する。 

（時間外割増手当の計算） 

第６１条   時間外勤務・法定休日出勤・深夜勤務に対する割増手当は、次項のとおり

とする。 

２．前項の各手当は１時間について 

㋐ 時間外勤務の場合 ・・・・・・・・・・・・・・１．２５ 

（週４０時間を超えて労働した場合） 

㋑ 時間外勤務の場合（６０時間超）・・・・・・・・１．５０ 

（週４０時間を超えて労働した場合で、１ケ月６０時間超） 

㋒ 法定休日出勤の場合・・・・・・・・・・・・・・１．３５ 

㋓ 深夜勤務の場合・・・・・・・・・・・・・・・・０．２５ 

（午後１０時より翌午前５時までの間の労働） 

       の割増率で計算した手当を支給する。 

              なお、㋑６０時間超の時間外勤務の手当の支給においては㋐時間外勤務の 

場合の１．２５の割増率に０．２５の割増率を上乗せする方法で支払う。 

（通勤手当） 

第６２条   自転車や自動車などの交通用具を使用、または交通機関を利用して、通勤

する派遣社員に対して次の区分により通勤手当を支給する。但し片道２キ

ロ未満は不支給。 

①公共交通機関を利用する者については定期券による実費を支給す 

る。但し１０万円を上限とする。 

②自家用車、自動二輪車、自転車を利用して通勤する者については、

その片道の距離数より算出して支給する。但し片道通勤距離数２

ｋｍ未満は支給しない。駐車場、駐輪場に係る費用は支給しない。 

③当社及び就業先の無料送迎バス又はタクシー及びその他の送迎手  

段等を利用する者については費用の負担が生じないことから通勤

手当を支給しない。 

（不就労の取扱い） 

第６３条   賃金形態が時給制、日給制及び日給月給制の契約社員が、欠勤、遅刻、早

退等により所定勤務時間の全部、又は一部勤務をしなかったときは、その

時間に対応する基本給は支給しない。 

（懲戒処分における賃金） 

第６４条   懲戒処分に付された者に対しては、つぎの各号により賃金の支払いを制限 

する。 

（1） 出勤停止の処分 

出勤停止期間中の賃金は日割り計算で控除する。 

（2） 減給処分 

１回について平均賃金の半日以内を減給する。但し、２回以上にわた

る場合は月収の１０分の１以内にとどめる。 



 
 

（賞与） 

第６５条    賞与は、原則として支給しない。 

（退職金） 

第６６条   退職金は、支給しない。 

（振替休日の賃金） 

第６７条   振替休日となった日の賃金は不支給とする。 

  

 

第 ５ 章  災害補償 
 

（災害補償） 

第６８条   契約社員が業務上負傷し、または疾病にかかりもしくは死亡した場合は、 

法令の定めるところにより、これを補償する。ただし、災害について労働 

者災害補償保険法の給付を受ける場合において会社は、この部分に対して 

この補償の責から免れる。 

２．契約社員が通勤災害を被ったときは、前項に準じ、その療養に必要な給付

等の補償を行う。 

 

 

第 ６ 章  安全衛生 
 

（委員会） 

第６９条   会社は安全管理者、衛生管理者を選任して作業環境の改善および契約社員 

の保健衛生の向上をはかるとともに安全衛生委員会を設け、その目的達成 

に努める。 

２．安全衛生委員会の構成運営については別に定める。 

（心構え） 

第７０条   契約社員は法令及び別に定める安全衛生管理規定その他安全衛生に関する 

諸規程を遵守するとともに、常に健康保持と災害の防止に努めなければな 

らない。ただし、出向事業所に就業する者はこの章に定める事項の他出向 

事業所の定める諸規則、諸規定に準じすすんで安全衛生に努めなければな 

らない。 

（安全衛生教育） 

第７１条   契約社員は、会社の行う安全衛生教育をすすんで受けなければならない。 

（災害予防） 

第７２条   契約社員は次の事項を遵守し、災害の予防に努めなければならない。 

① 原動機、伝導装置、機械設備または器具等を就業前に点検し、故

障または危険な箇所を発見したときは、その使用を禁止して、た

だちに所属長に報告しなければならない。 



 
 

② 担当係員以外の者は原動機の始動、停止または操作をしてはなら

ない。 

③ 許可なく安全装置を取りはずし、またはその機能を失わせてはな

らない。 

④ 職場の整理、整頓に心掛け、通路、非常用出口、電気スイッチボ

ックスおよび消火設備のある箇所に物品を置いてはならない。 

⑤ 危険な物を身につけて作業してはならない。 

⑥ 危険、有害業務またはそのおそれのある業務に従事する者は所定

の保護具を着用しなければならない。 

⑦ 火災予防に努め、火気および危険物を粗略に扱ったり、許可なく

火気を用いたり、所定の場所以外で喫煙してはならない。 

⑧ 危険物の貯蔵および取扱いについては、法令および関係指示事項 

を厳守し、また危険、有害場所に関係者以外の者は直接これにた

ずさわってはならない。 

⑨ 車輌の移動を必要とするときは有資格者以外直接これにたずさわ

ってはならない。 

⑩ その他安全作業心得等を遵守しなければならない。 

（災害時の措置） 

第７３条    非常災害が発生し、または発生するおそれのある場合、これを知った者は、 

 ただちに臨機の措置をとるとともに所属長に報告し、災害を最小限にとど 

めるよう努めなければならない。 

 ２．業務上の理由により災害を受けた者は、ただちにその事実を所属長に届出 

なければならない。また届出にあたっては事実を隠したり、虚偽の報告を 

してはならない。 

（健康診断及び健康管理） 

第７４条   以下に該当する契約社員に対して定期的に健康診断を行うほか、必要ある

ときは契約社員の一部または全部に対して臨時に健康診断を行うことがあ

る。契約社員は正当な理由なく受診を拒むことはできない。 

① １年以上継続して勤務している者 

② １年以上継続して勤務する見込みのある者 

③ 特別の業務に就く者で法令、諸規定等により会社が受診を必要

と認めた者 

           但し①②に定める者については所定労働時間が通常社員の４分の 

３以上であること。 

     ２．健康診断の結果特に必要がある場合は就業を一定期間禁止または配置換え 

等必要な措置を講ずる。 

３．契約社員はその同居の家族または同居人が伝染病にかかり、またはその疑 

いがあるときは、ただちにその旨を会社に届出なければならない。 

（就業禁止） 



 
 

第７５条   契約社員が次の各号の一に該当するときは就業を禁止する。 

（１）病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかった者 

（２）精神障害のため、他人に害を及ぼすおそれのある者 

（３）心臓、腎臓、肺臓等の疾病で就業のため病勢悪化のおそれのある者 

（４）その他医師または衛生管理者が就業不適当と認めた者 

 

 

第 ７ 章  厚生・教育 
 

 (厚生) 

第７６条   契約社員は会社の福利厚生施設を利用することができる。 

２．契約社員は前項の施設を利用する場合は、それぞれ定められた利用心得を 

守りもしくは管理者の指示に従うものとする。 

３．契約社員は会社の主催する行事には参加しなければならない。 

（教育・研修） 

第７７条   会社は契約社員に対して必要に応じて日常の指示命令として技能、特性、 

知識等の向上をはかるため会社の指定する場所において研修を命ずること 

が出来る。 

     ２．契約社員は、前項の命令に対し、正当な理由なくこれを拒むことはで 

きない。但し短時間契約社員については相応の配慮をする。 

（母性健康管理） 

第７７条の２ 妊娠中及び出産後１年以内の契約社員が、健康診査等を受け医師等から指

導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるようにするために、

勤務時間の変更、勤務の軽減等の措置をとる。なお、勤務時間の短縮及び

休業の措置中の賃金の取扱いは、無給とする。 

    （１）妊娠中の女性が、通勤時の混雑が母体の負担になる場合は、本人の請求に

より始業時間を１時間繰下げ、終業時間を１時間繰上げる措置をとる。 

（２）妊娠中の女性が、勤務中、業務を負担に感じる場合は、本人の請求により

適宜休憩する措置をとる。 

    （３）妊娠中及び出産後の女性が、身体に何らかの症状又は症状が発生するおそ

れが 

あるとして、医師又は助産師からの指導を受けた場合は、本人の請求によ

り業務内容の軽減、勤務時間の短縮等の措置をとる。 

    （４）妊娠中及び出産後の女性が母子保健法による健康診査等のために勤務時間

内に通院する必要がある場合は、請求により次の時間内通院を認める。 

(1) 請求できる期間及び回数 産前  

イ 妊娠２３週まで        ４週間に１回 

ロ 妊娠２４週から３５週まで   ２週間に１回 

ハ 妊娠３６週以降        １週間に１回 



 
 

ただし、医師等の指示がある場合は、その指示による回数を認める。 

(２) 請求できる期間及び回数 産後  

            医師等の指示による回数  

 

 

第 ８ 章  賞  罰 
 

第１節  表 彰 
 

（表彰） 

第７８条   契約社員が次の各号の一に該当すると認められた場合、審査の上これを表

彰する。 

① 勤務成績優秀、品行方正、業務に誠実で衆の模範となる者 

② 業務上有益な改善、考案、工夫もしくは提案が表彰に値すると認め

られた者 

③ 災害または事故を未然に防ぎ、または非常の際に特に功労のあった

者 

④ 国家的、社会的功績があって会社または社員の名誉となるような行

為のあった者 

⑤ その他前各号に準ずる功労があった者 

 

 

第２節  懲 戒 
 

（懲戒） 

第７９条   契約社員が第８０条に該当する行為があったときは、懲戒処分に付する。 

２．懲戒処分は懲罰委員会の議を経てこれを行う。 

３．会社は懲戒処分の内容を文書で社内に公示することができる。 

（懲戒の区分） 

第８０条   懲戒の区分は次のとおりとする。 

(1) 譴責      始末書を提出させ将来を戒める 

(2) 減給 始末書を提出させ、１回について平均賃金の半日分以

内、総額において当該期間の１割以内を減給する。 

(3) 出勤停止    始末書を提出させ、１ヶ月以内の期間で出勤を停止させ、

その間の賃金は支払わない。 

(4) 諭旨退職     退職願提出を勧告し、これに服しない場合は懲戒解雇と

する。 

(5) 懲戒解雇    原則として行政官庁の認定を受けて予告なしに解雇す 

る。事情により予告手当を支払って解雇する場合もあ 



 
 

る。 

（譴責） 

第８１条   契約社員に次の各号に該当する行為があったときは譴責処分とする。 

① 服務または職務に関する手続きその他の届出を偽ったとき。 

② 許可なく会社の金品を持ち出し、または移動させたとき。 

③ タイムカードの不正捺印または勤務に関する所定の手続きその他の届

出を偽ったとき。 

④ 勤務時間中許可なく職場を離れる等、業務怠慢の行動があったとき。 

⑤ 正当な理由なくしばしば遅刻し早退または欠勤したとき。 

⑥ 社内で火気の取り扱いを粗略にし、またはみだりに指定場所以外で喫

煙したとき。 

⑦ 正当な理由なく命令を拒否したとき。 

⑧ 本人の不注意により業務に支障をきたしたとき。 

⑨ 就業規則、諸規定および通達等により遵守すべき事項に違反したとき。 

⑩ 個人情報保護法に関する個人情報及びマイナンバー法に関する特定個

人情報を過失により漏洩させたとき。 

⑪ 第２５条（セクシュアルハラスメントの禁止）に違反したとき。 

⑫ 第２６条（パワーハラスメントの禁止）に違反したとき。 

⑬ 第２８条（貸与パソコンの私用禁止・モニタリング）第１項、第２９

条(携帯電話の利用)第１項もしくは同第３項、第２９条の２（ソーシ

ャルメディアの禁止事項）に違反し、業務の運営に支障を生じさせ、

会社に損害を与えたとき 

⑭ その他前各号に準ずる程度の行為があったとき  

（減給、出勤停止） 

第８２条   契約社員に次の各号に該当する行為があったときは減給または出勤停止処 

分とする。但し情状酌量の余地があるか若しくは改悛の情が明らかに認め 

られるときは譴責にとどめることがある。 

① 前条各号の行為が再度に及んだとき、または情状が悪意と認められた

とき。 

② 許可なく勤務時間中に横臥、睡眠または遊戯等の行為をしたとき。 

③ 違法な行為により会社秩序を乱しまたはその恐れがあったとき。 

④ 賭博を行ったとき。 

⑤ 会社において営利を目的とする金品の貸借、物品の販売、寄付の強要 

その他これに類する行為のあったとき。 

⑥ 本人の不注意または監督不行届きのため災害または事故を発生させた

とき。 

⑦ 会社の材料、金品および重要書類を破損または紛失したとき。 

⑧ 個人情報保護法に関する個人情報及びマイナンバー法に関する特定個

人情報を重大な過失により漏洩させたとき。 



 
 

⑨ 第２５条（セクシュアルハラスメントの禁止）に違反が複数回に及ん

だとき。 

⑩ 第２６条（パワーハラスメントの禁止）に違反が複数回に及んだ場合

したとき。 

⑪ 第２８条（貸与パソコンの私用禁止・モニタリング）第１項、第２９

条(携帯電話の利用)第１項もしくは同第３項、第２９条の２（ソーシャ

ルメディアの禁止事項）に違反し、業務の運営に支障を生じさせ、会

社に損害を与えることが複数回に及んだとき 

⑫ 企業外非行行為により会社の名誉・信用を損ない、又は会社に損害

を及ぼした場合、その他、企業外非行行為により企業秩序が乱され

た場合。 

⑬ その他前各号に準ずる程度の行為があったとき。 

（諭旨退職、懲戒解雇） 

第８３条   契約社員に次の各号に該当する行為があったときは懲戒解雇処分とする。 

       この場合において行政官庁の認定を受けたときは、労働基準法第２０条に 

       規定する予告手当は支給しない。但し特に情状酌量の余地があるか、若し 

       くは改悛の情が明らかに認められるときは諭旨退職にとどめることがある。 

① 前条各号の行為が数度に及んだとき、または情状が悪意と認められた

とき。 

② 社命または許可なく他に就職し、または自ら事業を営んだとき。 

③ 譴責、減給の懲戒を受けたにもかかわらず始末書を提出しない等、懲

戒に 服する意思が認められないとき、または改めないとき。 

④ 勤務怠慢、素行不良にして改悛の見込みがないとき。 

⑤ 就業規則および諸規程、指示を守らず会社の秩序を乱したとき、また

は重大な事故を起こしたとき。 

⑥ 会社の指示、命令に従わず、又は業務運営を妨げ、若しくは会社の営

業に非協力的な活動のあったとき。 

⑦ 正当な理由なく無断欠勤が１４日以上に及んだとき。 

⑧ 不正、不義の行為により、従業員としての体面を汚したとき。 

⑨ 会社の機密を漏らしたとき。 

⑩ 個人情報保護法に関する個人情報及びマイナンバー法に関する特定個

人情報を故意にまたは個人の営利を目的に漏洩させたとき。 

⑪ 職位・職種を乱用し、または越権専横の行為があったとき。 

⑫ 職務を利用して利益を計り、あるいは業務に関し不当な金品その他を

受けたとき。 

⑬ 暴行、脅迫、傷害等の不法行為をしたとき。 

⑭ 会社の経営に関し、真相を歪曲して会社に有害な宣伝、流布等を行っ

たとき。 

⑮ 許可なく会社で集会演説、放送、各種印刷物の掲示、貼付、配付等を



 
 

行ったとき。 

⑯ 会社または他人の金品を盗んだとき。 

⑰ 第２５条（セクシュアルハラスメントの禁止）に違反し、暴行もしく

は脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職務上の地位を利用するこ

とによりわいせつな行為をした場合、又は性的言動等を執拗に繰り返

したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹

患したとき。 

⑱ 第２６条（パワーハラスメントの禁止）に違反し、他の社員に対し、

職権を背景として部下を抑圧したうえで暴行、脅迫もしくは名誉毀損

行為をした場合、又は、他の社員に対する嫌がらせ行為等を執拗に繰

り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患

に罹患したとき。 

⑲ 第２８条(貸与パソコンの私用禁止・モニタリング)第１項、第２９条(携

帯電話の利用)第１項もしくは同第３項、第２９条の２（ソーシャルメ

ディアの禁止事項）に違反し、業務の運営に支障を生じさせ、会社に

重大な損害を与えたとき。 

⑳ 労働契約締結時に最終学歴や職歴等、重大な経歴を偽り、会社の判断

を誤らしめたとき。 

21 正当な理由なく、会社が命じる転勤、配置転換、職種変更を拒んだと

き。 

22 企業外非行行為により会社の名誉・信用を著しく損ない、又は会社

に重大な損害を及ぼした場合、その他、企業外非行行為により企業

秩序が乱された場合でその行為態様が悪質な場合。 

23 その他前各号に準ずる程度の行為があったとき。 

 

 

第９章 無期雇用 

 
（転換） 

第８４条  継続した或いは通算した雇用契約期間が５年を超える契約社員が所定の書式

により申し込むことにより、現在締結している有期雇用契約期間の末日の翌

日から、無期雇用転換社員に転換する。 

    ２．前項の通算契約期間は、平成２５年４月１日以降に開始した有期雇用契約を

通算するものとし、雇用契約が締結されていない期間が連続して６ケ月以上

あるときは、それ以前の契約期間は通算しないものとする。 

（労働条件の承継） 

第８５条  無期契約社員の労働条件は、前条の規定により期間の定めのない労働契約の

雇用に転換した後も別段の定めがない限り原則として引き続き適用する。 



 
 

（転勤・異動・配置転換・転籍） 

第８６条  無期契約社員の転勤・異動・配置転換・転籍に関する規定は１４条１５条 

を適用する。 

（定年） 

第８７条  無期雇用社員の定年は満６０歳とし、６０歳の誕生月の末日をもって自然退

職とする。 

    ２．なお、当分の間の経過措置として、６０歳の誕生日の翌日以降に無期雇用転

換する社員の定年は次の通りとし、定年の日に自然退職とする。 

 

      無期転換時の年齢 定年 

６０歳以上６５歳未満 ６５歳の誕生月の末日 

６５歳以上７０歳未満 ７０歳の誕生月の末日 

７０歳以上 ７５歳の誕生月の末日 

 

（定年継続雇用） 

第８８条  ６０歳の定年に達した者が継続雇用を希望する場合、希望者全員を定年退職 

の翌日に再雇用し、６５歳の誕生月の末日まで有期継続社員として雇用する。 

        ２． 前項の再雇用者の給与等の労働条件は、当該社員とその都度協議し、１年単

位以内の雇用契約書を締結する。 

    ３．定年に達した者が６０歳の誕生月を超えて継続雇用の契約する場合は以下の

事項を考慮して判断決定しなければならない。 

① 雇用継続の希望の有無 

② 健康状態 

但し、定年に達した時点で次のいずれかに該当する者は再雇用しない。 

（１）就業規則の解雇事由、退職事由等に該当する者 

（２）健康状態（精神状態を含む）の異常により業務に耐ええないと認められ 

る者 

    ４．第２項で定年に達した無期雇用社員は、その日に自然退職とし、それ以後は 

原則、雇用しない。   

 ５．満６０歳に達した日以後無期転換した社員の労働条件については、業務内容、

能力、経験、健康状態に基づき当該社員とその都度協議し、取り決める。 

６．会社が労働局長の認定を受けたときは、定年に達した者が継続雇用をしてい

る期間は労働契約法第１８条に定める無期転換の申込権は発生しないもの

とする。 

 

 

第 １０ 章  付 則 
 

（不利益取扱いの禁止） 



 
 

第８９条   何れの社員も会社に申告・相談したことまたは事実行為確認の協力をした 

       ことを理由に不利益な取り扱いを受けることはない。 

（規則の改廃手続） 

第９０条   この規則を改廃する場合は、社員の過半数を代表する者の意見を聴いた上 

       で行なう。 

 

平成１９年 ６月 １日   制       定 

平成２２年 ６月 １日   一 部 改 訂  

平成２７年 ９月 １日   一 部 改 訂  

平成２９年１０月 １日   一 部 改 訂  

平成３１年 ４月 １日   一 部 改 訂  

令和 ３年 ４月 １日   一 部 改 訂  

令和 ４年１０月 １日   一 部 改 訂  

令和 ５年 ４月 １日   一 部 改 訂  

 



育児・介護休業規程 

 

第 1 章 目的 

 

（目的） 

第1条  

本規則は、無期・有期契約社員（以下単に従業員という）の育児・介護休業、（出

生時育児休業含む。以下同じ。）子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所

定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する

取扱いについて定めるものである。 

 

 

第 2 章 育児休業制度 

１ 育児休業 

 
（育児休業の対象者） 

第 2 条 

 育児のために休業することを希望する従業員（日雇従業員を除く）であって、

１ 歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育

児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点に

おいて、子が１歳６か月（本条第６項又は第７項の申出にあっては２歳）に達

する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限

り育児休業をすることができる。 

２ 本条第１項、第３項から第７項にかかわらず、労使協定により除外された次の従 

業員からの休業の申出は拒むことができる。 

イ）入社１年未満の従業員 

ロ）申出の日から１年（本条４項から第７項の申し出にあっては６ケ月）以内 

に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

ハ）１週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

３ 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業又は出生時育児休業

をしている場合、従業員は、子が１歳２ヵ月に達するまでの間で、出生日以後

の産前・産後休業期間、育児休業期間及び出生時育児休業期間との合計が１年

を限度として、育児休業をすることができる。 

４ 次のいずれにも該当する従業員は、子が１歳６ヵ月に達するまでの間で必要な

日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとす



る日は、原則として子の１歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育

児・介護休業法第５条第３項（本項）に基づく休業を子の１歳の誕生日から開

始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日を開始日とするこ

とができる。 

(1) 従業員又は配偶者が原則として子の１歳の誕生日の前日に育児休業をして

いること 

(2) 次のいずれかの事情があること 

(ｱ) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 

(ｲ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1 歳以

降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情によ

り子を養育することが困難になった場合 

     ⑶ 子の１歳の誕生日以降に本項の休業をしたことがないこと 

       ５ 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育

児休業が始まったことにより本条第１項に基づく休業（配偶者の死亡等特別な

事情による３回目以降の休業を含む）が終了し、終了事由である産前・産後休

業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が１歳６

ケ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。 

    ６ 次のいずれにも該当する従業員は、子が２ 歳に達するまでの間で必要な日数 

      について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする 

      日は、原則として子の１歳６ヵ月の誕生日応当日に限るものとする。ただし、

配偶者が 

育児・介護休業法第５条第４項（本項）に基づく休業を子の１歳６か月の誕 

生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の 

日を開始日とすることができる。 

(1) 従業員又は配偶者が子の１歳６ヵ月の誕生日応当日の前日に育児休業を

していること 

(2) 次のいずれかの事情があること 

(ｱ) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 

(ｲ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳

６ヵ月以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等

の事情により子を養育することが困難になった場合 

      ⑶ 子の１歳６ヵ月の誕生日応当日以降に本項の休業をしたことがないこと 

    ７ 前項にかかわらず、産前・産後休業、出生時育児休業又は新たな育児休業が始 

まったことにより本条第１項、第３項又は第４項に基づく育児休業（再度の休 

業を含む）が終了又は介護休業が始まったことにより本条第３項又は第４項に 

基づく育児休業（再度の休業を含む）が終了し、終了事由である産前・産後休 



業等に係る子又は介護休業に係る対象家族が死亡等した従業員は、子が２歳に 

達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。 

    ８ 次のいずれにも該当する従業員は、子が２歳に達したのち、保育所に入所でき 

ず、やむなく欠勤しなければならない期間で直後の４月３０日迄の必要な日数 

について特例として育児休業を延長することができる。なお、育児休業を開始 

しようとする日は、原則として子の２歳の誕生日応当日とする。但し、産前・ 

産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始まった場合は終 

了する。 

(1) 従業員が子の２歳の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること 

(2) 次のいずれかの事情があること 

(ｱ) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 

(ｲ) 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、２歳

以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情

により子を養育することが困難になった場合 

（育児休業の申出の手続等） 

第 3 条 

 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようと

する日（以下「育児休業開始予定日」という。）の１ヵ月前（第２条第４項か

ら第７項に基づく１歳及び１ 歳６ヵ月を超える休業の場合は、２週間前）ま

でに育児休業申出書（社内様式第 1 号）を総務部に提出することにより申し出

るものとする。なお、育児休業中の有期契約従業員が労働契約を更新するに当

たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育

児休業開始予定日として、育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。 

２  第２条第１項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一 

  子につき２回までとする。 

      (1) 第２条第１項に基づく休業をした者が本条第１項後段の申出をしようと 

する場合 

(2) 配偶者の死亡等特別の事情がある場合 

       ３ 第２条第４項又は第５項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合

を除き、一子につき 1 回限りとする。 

（1）第２条第４項又は第５項に基づく休業をした者が本条第１項後段の申出

をしようとする場合 

（2）産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始ま

ったことにより第２条第４項又は第５項に基づく育児休業が終了したが、

終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族

が死亡等した場合 



４ 第２条第６項又は第７項に基づく休業の申出は、次のいずれかに該当する場合 

を除き、一子につき１回限りとする。 

（1）第２条第６項又は第７項に基づく休業をした者が本条第 1 項後段の申出

をしようとする場合 

（2）産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業が始ま

ったことにより第２条第６項又は第７項に基づく育児休業が終了したが、

終了事由である産前・産後休業等に係る子又は介護休業に係る対象家族

が死亡等した場合 

５ 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提

出を求めることがある。 

６ 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提

出した者（以下この章において「育休申出者」という。）に対し、育児休業取扱

通知書（社内様式第 2 号）を交付する。 

７ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、育休申出者は、出生後２週間以

内に総務部に育児休業対象児出生届（社内様式第 3 号）を提出しなければなら

ない。 

（育児休業の申出の撤回等） 

第 4 条 

育児休業申出者は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回届（社

内様式第 4 号）を総務部に提出することにより、育児休業の申出を撤回するこ

とができる。 

２ 育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業撤回届

を提出した者に対し、育児休業取扱通知書（社内様式第 2 号）を交付する。 

３ 第２条第１項に基づく休業の申出の撤回は、撤回１回につき１回休業したもの 

とみなす。第２条第４項又は第５項及び第６項又は第７項に基づく休業の申出 

を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出をするこ 

とができない。ただし、第２条第１項に基づく休業の申出を撤回した者であっ 

ても、同条第４項又は第５項及び第６項又は第７項に基づく休業の申出をする 

ことができ、第２条第４項又は第５項に基づく休業の申出を撤回した者であっ 

ても、同条第６項又は第７項に基づく休業の申出をすることができる。 

４ 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により育休申出者が休業申出に

係る子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったも

のとみなす。この場合において、育休申出者は、原則として当該事由が発生し

た日に、総務部にその旨を通知しなければならない。 

（育児休業の期間等） 

第 5 条 



育児休業の期間は、原則として、子が１ 歳に達するまで（第２条第３項から第

７項に基づく休業の場合は、それぞれ定められた時期まで）を限度として育児

休業申出書（社内様式第 1 号）に記載された期間とする。 

２ 本条第１項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより育

児休業開始予定日の指定を行うことができる。 

３ 従業員は、育児休業期間変更申出書（社内様式第 5 号）により総務部に、育児

休業開始予定日の１週間前までに申し出ることにより、育児休業開始予定日の

繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日（以下「育児休業終了

予定日」という。）の１ヵ月前（第２条第４項から第７項に基づく休業をしてい

る場合は、２週間前）までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り

下げ変更を行うことができる。 

育児休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業終了予定日の繰り下げ変

更とも、原則として第２条第１項に基づく休業１回につき１回に限り行うこと

ができるが、第２条第４項から第７項に基づく休業の場合には、第２条第１項

に基づく休業とは別に、子が１歳から１歳６ヵ月に達するまで及び１歳６ヵ月

から２歳に達するまでの期間内で、それぞれ一回、育児休業終了予定日の繰り

下げ変更を行うことができる。 

４ 育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業期 

間変更申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書（社内様式第 2 号）を

交付する。 

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するもの

とし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。 

（1）子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 

当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、

事由発生の日から２週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決

定した日とする。） 

（2）育児休業に係る子が１歳に達した場合等 

子が１歳に達した日（第２条第３項に基づく休業の場合を除く。第２

条第４項又は第５項に基づく休業の場合は、子が１歳６ヵ月に達した

日。第２条第６項又は第７項に基づく休業の場合は、子が２歳に達し

た日。） 

（3）育休申出者について、産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新

たな育児休業期間が始まった場合 

産前・産後休業、出生時育児休業、介護休業又は新たな育児休業の開

始日の前日 

(4) 第２条第３項に基づく休業において、出生日以後の産前・産後休業期間と



育児休業（出生時育児休業含む）期間との合計が１年に達した場合 

当該１年に達した日 

６ 本条第 5 項第 1 号の事由が生じた場合には、育休申出者は原則として当該事由

が生じた日に総務部にその旨を通知しなければならない。 

 

 

２ 出生時育児休業（産後パパ育休） 
 

（出生時育児休業の対象者） 

第 6 条 

１ 育児のために休業することを希望する従業員（日雇従業員を除く）であって、 

産後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から８週 

間以内の子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより出生時育 

児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点に 

おいて、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から８週間を経過する日 

の翌日から６か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないこ 

とが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。 

２ 前項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は

拒むことができる。 

一 入社１年未満の従業員 

二 申出の日から８週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

三 1 週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

（出生時育児休業の申出の手続等） 

第 7 条 

出生時育児休業をすることを希望する従業員は、原則として出生時育児休業を

開始しようとする日（以下「出生時育児休業開始予定日」という。）の２週間

前までに出生時育児休業申出書（社内様式 1）を総務部に提出することにより

申し出るものとする。なお、出生時育児休業中の有期契約従業員が労働契約を

更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期

間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再

度の申出を行うものとする。  

２ 第６条第１項に基づく休業の申出は、一子につき２回まで分割できる。ただし、

２回に分割する場合は２回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なか

った場合は後の申出を拒む場合がある。 

３ 会社は、出生時育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明

書の提出を求めることがある。 



４ 出生時育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休

業申出書を提出した者（以下この章において「出生時育休申出者」という。）

に対し、出生時育児休業取扱通知書（社内様式 2）を交付する。 

５ 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、出生時育休申出者は、出生後２

週間以内に総務部に出生時育児休業対象児出生届（社内様式 3）を提出しなけ

ればならない。  

（出生時育児休業の申出の撤回等） 

第 8 条 

１ 出生時育休申出者は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、出生時育児休

業申出撤回届（社内様式 4）を総務部に提出することにより、出生時育児休業

の申出を撤回することができる。  

２ 出生時育児休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育

児休業申出撤回届を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書（社内様式

2）を交付する。 

３ 第６条第１項に基づく休業の申出の撤回は、撤回１回につき１回休業したもの

とみなし、みなし含め２回休業した場合は同一の子について再度申出をするこ

とができない。 

４ 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育休申出者

が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申

出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育休申出者は、原

則として当該事由が発生した日に、総務部にその旨を通知しなければならない。 

（出生時育児休業の期間等） 

第 9 条  

１ 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後８週間以内のうち４週間（２

８日）を限度として出生時育児休業申出書（社内様式１）に記載された期間と

する。  

２ 本条第 1 項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより出

生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。  

３ 従業員は、出生時育児休業期間変更申出書（社内様式 5）により総務部に、出

生時育児休業開始予定日の１週間前までに申し出ることにより、出生時育児休

業開始予定日の繰り上げ変更を休業１回につき１回、また、出生時育児休業を

終了しようとする日（以下「出生時育児休業終了予定日」という。）の２週間

前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休

業１回につき１回行うことができる。 

４ 出生時育児休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生

時育児休業期間変更申出書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書



（社内様式 2）を交付する。  

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、出生時育児休業は終了す

るものとし、当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。  

（1）子の死亡等出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 

当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、事

由発生の日から２週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した

日とする。） 

（2）子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から８週間を経過

した場合 

子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から８週間を

経過した日 

（3）子の出生日（出産予定日後に出生した場合は、出産予定日）以後に出生時育

児休業の日数が２８日に達した場合 

子の出生日（出産予定日後に出生した場合は、出産予定日）以後に出生時

育児休業の日数が２８日に達した日 

（4）出生時育休申出者について、産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新た

な出生時育児休業期間が始まった場合 

産前・産後休業、育児休業、介護休業又は新たな出生時育児休業の開始日

の前日 

６ 本条第５項第１号の事由が生じた場合には、出生時育休申出者は原則として当

該事由が生じた日に総務部にその旨を通知しなければならない。 

（出生時育児休業中の就業） 

第 9 条の 2 

１ 出生時育児休業中に就業することを希望する従業員は、出生時育児休業中の就

業可能日等申出書（社内様式 15）を休業開始予定日の１週間前までに総務部に

提出すること。なお、１週間を切っても休業前日までは提出を受け付ける。 

２ 会社は、前項の申出があった場合は、申出の範囲内の就業日等を申出書を提出

した従業員に対して提示する（社内様式 17）。就業日がない場合もその旨通知

する。従業員は提示された就業日等について、出生時育児休業中の就業日等の

同意・不同意書（社内様式 18）を総務部に提出すること。休業前日までに同意

した場合に限り、休業中に就業することができる。会社と従業員の双方が就業

日等に合意したときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書

（社内様式 20）を交付する。 

３ 出生時育児休業中の就業上限は、次のとおりとする。 

一 就業日数の合計は、出生時育児休業期間の所定労働日数の半分以下（一日

未満の端数切り捨て） 



二 就業日の労働時間の合計は、出生時育児休業期間の所定労働時間の合計の

半分以下 

三 出生時育児休業開始予定日又は出生時育児休業終了予定日に就業する場

合は、当該日の所定労働時間数に満たない時間 

４ 本条第１項の申出を変更する場合は出生時育児休業中の就業可能日等変更申

出書（社内様式 15）を、撤回する場合は出生時育児休業中の就業可能日等申出

撤回届（社内様式 16）を休業前日までに総務部に提出すること。就業可能日等

申出撤回届が提出された場合は、会社は速やかに申出が撤回されたことを通知

する（社内様式 17）。 

５ 本条第２項で同意した就業日等を全部又は一部撤回する場合は、出生時育児休

業中の就業日等撤回届（社内様式 19）を休業前日までに総務部に提出すること。

出生時育児休業開始後は、次に該当する場合に限り、同意した就業日等の全部

又は一部を撤回することができる。出生時育児休業中の就業日等撤回届が提出

されたときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書（社内様式

20）を交付する。 

一 出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡 

二 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害その他これらに準ず

る心身の状況により出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難

な状態になったこと 

三 婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業申出に係る子と

同居しないこととなったこと 

四 出生時育児休業申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障

害その他これらに準ずる心身の状況により、２週間以上の期間にわたり世

話を必要とする状態になったとき 

 

 

第 3 章 介護休業制度 

 

（介護休業の対象者） 

第 10 条 

要介護状態にある家族を介護する従業員（日雇従業員を除く）は、この規則に

定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、有期契約従業員に

あっては、申出時点において、介護休業を開始しようとする日（以下「介護休

業開始予定日」という。）から９３日を経過する日から６ケ月を経過する日まで

に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り介護休業

をすることができる。 



２  本条第１項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申

出は拒むことができる。 

イ）入社１年未満の従業員 

ロ）申出の日から９３日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員 

ハ）１週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

３ この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害

により、２週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者を

いう。 

（1）配偶者 

（2）父母 

（3）子 

（4）配偶者の父母 

（5）祖父母、兄弟姉妹又は孫 

（6）上記以外の家族で会社が認めた者 

（介護休業の申出の手続等） 

第 11 条 

 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として介護休業開始予定日の２ 

週間前までに、介護休業申出書（社内様式第 6 号）を総務部に提出することに

より申し出るものとする。なお、介護休業中の有期契約従業員が労働契約を更

新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間

の初日を介護開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うもの

とする。 

2 申出は、対象家族１人につき３回までとする。ただし、本条第１項の後段の申

出をしようとする場合にあっては、この限りでない。 

3 会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提

出を求めることがある。 

4 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提

出した者（以下この章において「申出者」という。）に対し、介護休業取扱通知

書（社内様式第 2 号）を交付する。 

（介護休業の申出の撤回等） 

第 12 条 

申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届（社内様式

第 4 号）を総務部に提出することにより、介護休業の申出を撤回することがで

きる。 

２ 介護休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出撤回

届を提出した者に対し、介護休業取扱通知書（社内様式第 2 号）を交付する。 



３ 同一対象家族について２回連続して介護休業の申出を撤回した者について、当該

家族について再度の申出はすることができない。ただし、会社がこれを適当と認

めた場合には、申し出ることができるものとする。  

４ 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族

を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみな

す。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、総務部

にその旨を通知しなければならない。 

(介護休業の期間等) 

第 13 条 

介護休業の期間は、対象家族１人につき、原則として、通算９３日の範囲内で、

介護休業申出書（社内様式第 6 号）に記載された期間とする。但し、申出者の

介護に関わる都合により、必要がある場合は通算１００日まで延長することが

できる。 

２ 本条第１項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより介

護休業開始予定日の指定を行うことができる。 

３ 従業員は、介護休業期間変更申出書（社内様式第 5 号）により、介護休業を終

了しようとする日（以下「介護休業終了予定日」という。）の２週間前までに総

務部に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことがで

きる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定

日までの期間は通算９３日又は、通算１００日の範囲を超えないことを原則と

する。 

４ 介護休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業期

間変更申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書（社内様式第 2 号）を

交付する。 

５ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものと

し、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。 

（1）家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合 

当該事由が発生した日（なお、この場合において本人が出勤する日は、

事由発生の日から２週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定

した日とする。） 

（2）申出者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は新たな介

護休業が始まった場合 

産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は新たな介護休業の開始 

日の前日 

６ 本条第５項第１号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由が生 

じた日に総務部にその旨を通知しなければならない。 



第 4 章 子の看護休暇 

 

（子の看護休暇） 

第 14 条 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員（日雇従業員を除く）は、

負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接

種や健康診断を受けさせるために、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、

当該子が１人の場合は１年間につき７日、２人以上の場合は１年間につき１４ 

日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の１年間と

は、４月１日から翌年３月３１日までの期間とする。 

２ 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得

することができる。 

３  取得しようとする者は、原則として、事前に子の看護休暇申出書（社内書式第 7

号）にて総務部に申し出るものとする。 

 

 

第 5 章 介護休暇 

 

（介護休暇） 

第 15 条 

要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員（日雇従業員を除く）

は、就業規則に規定する年次有給休暇とは別に、当該対象家族が１人の場合は

１年間につき７日、２人以上の場合は１年間につき１４日を限度として、介護

休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、４月１日から翌年３月

３１日までの期間とする。 

２ 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得する

ことができる。 

 ３  取得しようとする者は、原則として、事前に介護休暇申出書（社内書式第 7 号）

にて総務部に申し出るものとする。 

 

 

第 6 章 所定外労働の制限 

 

（育児・介護のための所定外労働の制限） 

第 16 条 

  ３歳に満たない子を養育する従業員（日雇従業員を除く）が当該子を養育する



ため、又は要介護状態にある家族を介護する従業員（日雇従業員を除く）が当

該家族を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場

合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。 

２ 本条第１項にかかわらず、労使協定によって除外された次の従業員からの所定

外労働の制限の請求は拒むことができる。 

（1）入社１年未満の従業員 

（2）１週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

３ 請求をしようとする者は、１回につき、１ヵ月以上１年以内の期間（以下この

条において「制限期間」という。）について、制限を開始しようとする日（以下

この条において「制限開始予定日」という。）及び制限を終了しようとする日を

明らかにして、原則として、制限開始予定日の１ヵ月前までに、育児・介護の

ための所定外労働制限請求書（社内様式第 8 号）を総務部に提出するものとす

る。この場合において、制限期間は、次条第３項に規定する制限期間と重複し

ないようにしなければならない。 

４ 会社は、所定外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明

書の提出を求めることがある。 

５ 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、所定外労働制限請求書を提出し

た者（以下この条において「請求者」という。）は、出生後２週間以内に総務部

に所定外労働制限対象児出生届（社内様式第 3 号）を提出しなければならない。 

６ 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子又は家族の死亡等により請求者が

子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求されなかったもの

とみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、

総務部にその旨を通知しなければならない。 

７ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するもの

とし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 

（1）子又は家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなっ

た場合 

当該事由が発生した日 

（2）制限に係る子が３歳に達した場合 

当該３歳に達した日 

（3）請求者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休

業が始まった場合 

産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業の開始日の

前日 

８ 本条第７項第１号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が 

生じた日に、総務部にその旨を通知しなければならない。 



第 7 章 時間外労働の制限 

 

（育児・介護のための時間外労働の制限） 

第 17 条 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため

又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求

した場合には、就業規則の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事

業の正常な運営に支障がある場合を除き、１か月について２４時間、１年につ

いて１５０時間を超えて時間外労働をさせることはない。 

２ 本条第１項にかかわらず、次の（1）から（3）のいずれかに該当する従業員か 

らの時間外労働の制限の請求は拒むことができる。 

（1）日雇従業員 

（2）入社１年未満の従業員 

（3）１週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

３ 請求をしようとする者は、１回につき、１ヵ月以上１年以内の期間（以下この

条において「制限期間」という。）について、制限を開始しようとする日（以下

この条において「制限開始予定日」という。）及び制限を終了しようとする日を

明らかにして、原則として、制限開始予定日の１ヵ月前までに、育児・介護の

ための時間外労働制限請求書（社内様式第 9 号）を総務部に提出するものとす

る。この場合において、制限期間は、前条第３項に規定する制限期間と重複し

ないようにしなければならない。 

４ 会社は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明

書の提出を求めることがある。 

５ 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外労働制限請求書を提出し

た者（以下この条において「請求者」という。）は、出生後２週間以内に総務部

に時間外労働制限対象児出生届（社内様式第 3 号）を提出しなければならない。 

６ 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子又は家族の死亡等により請求者が

子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求されなかったもの

とみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、

総務部にその旨を通知しなければならない。 

７ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するもの

とし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 

（1）子又は家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなっ 

た場合 

当該事由が発生した日 

（2）制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 



子が６歳に達する日の属する年度の３月３１日 

（3）請求者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休

業が始まった場合 

産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業の開始日の前 

日 

８ 本条第７項第１号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生

じた日に、総務部にその旨を通知しなければならない。 

 

 

第 8 章 深夜業の制限 

 

（育児・介護のための深夜業の制限） 

第 18 条 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため

または要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請

求した場合には、就業規則の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障があ

る場合を除き、午後１０時から午前５時までの間（以下「深夜」という。）に労

働させることはない。 

２ 本条第１項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの深夜業の制限の

請求は拒むことができる。 

（1）日雇従業員 

（2）入社１年未満の従業員 

（3）請求に係る家族の１６歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業 

   員 

①深夜において就業していない者（１ヵ月について深夜における就業が

３日以下の者を含む。）であること。 

②心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる

者であること。 

③６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産予定でな

く、かつ産後８週間以内でない者であること。 

（4）１週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

（5）所定労働時間の全部が深夜にある従業員 

３ 請求をしようとする者は、１回につき、１ヵ月以上６ヵ月以内の期間（以下こ

の条において「制限期間」という。）について、制限を開始しようとする日（以

下この条において「制限開始予定日」という。）及び制限を終了しようとする日

を明らかにして、原則として、制限開始予定日の１ヵ月前までに、育児・介護



のための深夜業制限請求書（社内様式第 10 号）を総務部に提出するものとする。 

４ 会社は、深夜業制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の

提出を求めることがある。 

５ 請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者

（以下この条において「請求者」という。）は、出生後２週間以内に総務部に深

夜業制限対象児出生届（社内様式第 3 号）を提出しなければならない。 

６ 制限開始予定日の前日までに、請求に係る子又は家族の死亡等により請求者が

子を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求されなかったもの

とみなす。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、

総務部にその旨を通知しなければならない。 

７ 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するもの

とし、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。 

（1）子又は家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなっ 

た場合 

当該事由が発生した日 

（2）制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 

子が６歳に達する日の属する年度の３月３１日 

（3）請求者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休

業が始まった場合 

産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業の開始日の前 

日 

８ 本条第７項第１号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生

じた日に、総務部にその旨を通知しなければならない。 

９ 制限期間中の給与については、基本給及び諸手当（通勤手当を除く）の合計を

時間換算して不就労部分の賃金額を控除して支給する。 

１０ 深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務へ転換さ

せることがある。 

 

 

第 9 章 所定労働時間の短縮措置等 

 

（育児短時間勤務） 

第 19 条 

３歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則に規定

する所定労働時間について、以下のように変更することができる。 

所定労働時間を６時間とする（１歳に満たない子を育てる女性従業員は更に



別途３０分ずつ２回の育児時間を請求することができる。）。 

２ 本条第１項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤

務の申し出は拒むことができる。 

(1) 日雇従業員 

(2) 1 日の所定労働時間が６時間以下である従業員 

(3) 労使協定によって除外された次の従業員 

(ｱ) 入社１年未満の従業員 

(ｲ) １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

   ３ 申出をしようとする者は、１回につき、１ヵ月以上１年以内の期間について、

短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原

則として、短縮開始予定日の１ヵ月前までに、育児短時間勤務申出書(社内様式

第 11 号)により総務部に申し出なければならない。 

申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、育児短時間勤務取

扱通知書(社内様式第 13 号)を交付する。その他適用のための手続等については、

第３条から第５条までの規定（第３条第２項及び第４条第３項を除く。）を準用

する。 

４ 本条第１項にかかわらず、子を養育する従業員に特別な事情がある場合で、そ

の者の申出により会社が認めた場合は、小学校就学の始期に達するまでの期間

本措置を延長することができる。なお、本規定の利用者は短縮開始予定日の１

ヵ月前までに、育児短時間勤務申出書（３歳以降の延長）(社内様式第 14 号)に

より総務部に延長申請しなければならない。なお、延長申請は子が小学校就学

の始期に達するまで１年以内の期間ごとに行わなければならない。 

５ 本制度の適用を受ける間の月給制度の給与については、その月額（基本給と諸

手当ただし通勤手当を除く）の合計を時間換算して不就労部分の賃金額を控除

して支給する。 

（介護短時間勤務） 

第 20 条 

要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家族一

人当たり利用開始の日から３年の間に２回までの範囲内で、就業規則に規定す

る所定労働時間について、以下のように変更することができる。 

所定労働時間を６時間とする。 

２ 本条第１項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの介護短時間勤

務の申出は拒むことができる。   

  (1) 日雇従業員 

(2) 労使協定によって除外された次の従業員 

(ｱ) 入社 1 年未満の従業員 



(ｲ) １週間の所定労働日数が２日以下の従業員 

３ 申出をしようとする者は、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようと

する日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の２週間前までに、介護

短時間勤務申出書（社内様式第 12 号）により総務部に申し出なければならない。

申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、介護短時間勤務取 

扱通知書（社内様式第 13 号）を交付する。その他適用のための手続等について

は、第１１条から第１３条までの規定を準用する。 

４ 本制度の適用を受ける間の月給制度の給与については、その月額（基本給と諸

手当ただし通勤手当を除く）の合計を時間換算して不就労部分の賃金額を控除

して支給する。 

 

 

第 10 章 育児休業・介護休業等に関するハラスメント等の防止 

 

（禁止行為） 

第 21 条  

すべての従業員は、他の従業員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、

職場における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職

場内において次の第 2 項から第 5 項に掲げる行為をしてはならない。また、自

社の従業員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはならない。 

２ パワーハラスメント 

① 殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃 

② 人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃 

      ③自身の意に沿わない従業員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室

に隔離するなどの人間関係からの切り離し 

 ④長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない

作業を命ずるなどの過大な要求 

 ⑤管理職である部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせるなど

の過小な要求 

 ⑥他の従業員の性的指向・性自認や病歴などの機敏な個人情報についての本

人の了解を得ずに他の従業員に暴露するなどの個の侵害 

３ セクシュアルハラスメント 

① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言 

②わいせつ図画の閲覧、配付、掲示 

③うわさの流布 

④不必要な身体への接触 



⑤性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻

害する行為 

⑥交際・性的関係の強要 

⑦性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人

事考課、配置転換等の不利益を与える行為 

⑧その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動 

４ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント 

① 部下の妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇

その他不利益な取扱いを示唆する言動 

 ②部下又は同僚の妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置の利用を阻害す

る言動 

 ③部下又は同僚が妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置を利用したこと

による嫌がらせ等 

 ④部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆

する言動 

 ⑤部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等 

   ５ 部下である従業員が職場におけるハラスメントを受けている事実を認めながら 

これを黙認する上司の行為 

（懲戒） 

第 22 条  

次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める懲戒処分を行う。 

① 第２１条第２項から第５項の行為を行った場合 

         就業規則に定める譴責、減給、出勤停止、降格又は懲戒解雇 

② 前号の行為が再度に及んだ場合、その情状が悪質と認められる場合 

就業規則に定める懲戒解雇 

（相談及び苦情への対応） 

第 23 条  

 職場におけるハラスメントに関する相談窓口は本社及び各事業場で設けること

とし、その責任者は総務部長とする。総務部長は、窓口担当者の名前を人事異

動等の変更の都度、周知するとともに、担当者に対する対応マニュアルの作成

及び対応に必要な研修を行うものとする。 

２ 職場におけるハラスメントの被害者に限らず、すべての従業員は、パワーハラ

スメントや性的な言動、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する就業環境

を害する言動に関する相談を相談窓口の担当者に申し出ることができる。 

３ 対応マニュアルに沿い、相談窓口担当者は相談者からの事実確認の後、本社に

おいては総務部長へ、各事業場においては所属長へ報告する。報告に基づき、



総務部長又は所属長は相談者のプライバシーに配慮した上で、必要に応じて行

為者、被害者、上司その他の従業員等に事実関係を聴取する。 

４ 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。 

５ 対応マニュアルに沿い、所属長は総務部長に事実関係を報告し、総務部長は、

問題解決のための措置として、第 22 条による懲戒の他、行為者の異動等被害者

の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じる。 

６ 相談及び苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されるとと

もに、相談をしたこと又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利

益な取扱いは行わない。 

（再発防止の義務） 

第 24 条  

総務部長は職場におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底及び研

修の実施、事案発生の原因の分析等、適切な再発防止策を講じなければならな

い。 

（その他） 

第 25 条  

性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や

要因になり得ること、また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得る

ことから、このような言動を行わないよう注意すること。 

 

 

第 11 章 その他の事項 

 

（給与等の取扱い） 

第 26 条 

 育児・介護休業を取得した者についてはその期間、介護休暇、看護休暇の制度

の適用を受けた者については日または時間について基本給その他の月毎に支払

われる給与は支給しない。 

２ 昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、復職後の昇給において

休業前の勤務実績を加味し調整する。 

（介護休業期間中の社会保険料の取扱い） 

第 27 条 

介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分は、

各月に従業員に請求するものとし、従業員は会社が指定する日までに支払うもの

とする。 



（円滑な取得及び職場復帰支援） 

第 28 条 

会社は、従業員から本人又は配偶者が妊娠・出産等したこと又は本人が対象家族

を介護していることの申出があった場合は、当該従業員に対して、円滑な休業取

得及び職場復帰を支援するために、以下（1）の措置を実施する。また、育児休業

及び出生時育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、（2）の措置を実施

する。 

（１）当該従業員に個別に育児休業に関する制度等（育児休業、出生時育児休業、パパ・

ママ育休プラス、その他の両立支援制度、育児休業等の申出先、育児・介護休業

給付に関すること、休業期間中の社会保険料の取扱い、育児・介護休業中及び休

業後の待遇や労働条件など）の周知及び制度利用の意向確認を実施する。 

（２）従業員に対して育児休業（出生時育児休業含む）制度と育児休業取得促進に関す

る方針を周知する。 

（復職後の勤務） 

第 29 条 

 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。 

２ 本条第１項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得な

い事情ある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育

児休業終了予定日の１ヵ月前又は介護休業終了予定日の２週間前までに決定し

通知する。 

（年次有給休暇） 

第 30 条 

年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業を

した日並びに子の看護休暇及び介護休暇を取得した日は出勤したものとみなす。 

（法令との関係） 

第 31 条 

育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の制

限、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮

措置等に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その

他の法令の定めるところによる。 

（附則） 

本規則は、平成１７年４月１日から適用する。 

 

 

 

 



平成１７年 ４月 １日  制  定 

平成２２年 ６月３０日  一部改訂 

平成２８年１１月３０日  一部改訂 

平成２９年１０月 １日  一部改訂 

令和 ３年 １月 １日  一部改訂 

令和 ３年 ６月 １日  一部改訂 

令和 ４年１０月 １日  一部改訂 


